
 

 

１１

公益法人・一般法人の税務

弊協会では皆様方からの多くのご要望に応え、今年度も源泉所得税の実務対応セミナーを開講します。 

給与所得など特定の所得については、所得の支払者がその支払いの際に所得税を天引きして国に納付す

るという源泉徴収制度が導入されています。本セミナーでは、公益法人・一般法人が給与所得や報酬・料金

等に対する源泉徴収事務を行うに当たって、基本的な事項や実務上の留意点を分かりやすく解説します。 

また、令和７年度及び令和８年度における税制改正事項や最近の税務調査における指摘事項についても解

説します。 

講師は国税局勤務経験をお持ちの弊協会相談室専門委員で高崎商科大学 商学部長 教授の税理士鈴木

修先生です。この機会に奮ってご受講下さいますよう、ご案内申し上げます。 

◇ 講義内容 ◇ 
１ 源泉徴収制度の概要 

２ 給与所得に対する源泉徴収 

   給与所得の意義（事業所得との区分等）理事会等の出席謝金、 

各種委員手当等、テレワーク関連費用、福利厚生費（課税されない 

経済的利益）、旅費等の取扱い、税額表の適用区分等 

３ 退職所得に対する源泉徴収 

４ 報酬・料金等に対する源泉徴収 

   対象となる所得、旅費等の取扱い 

５ 税務調査の状況 

６ その他（税制改正と源泉徴収実務に与える影響 等） 

                           ※一部内容が変更となる場合がございます。 

 

『源泉所得税実務編』(東京)

◆ 日  時    ２０２６年１０月９日（金） １３:００～１６：００ 

◆ 会  場   連合会館  東京都千代田区神田駿河台 3-2-11 

◆ 講  師    (公財)公益法人協会 相談室専門委員 主任研究員 

高崎商科大学 商学部長 教授 税理士 鈴木 修 先生                 

◆ 定  員    ４０名 

◆ 受講料    会  員  １１，０００円（税込価格） 

非  会  員  １６，５００円（税込価格） 
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□■□■□■□■□■□■□(公財)公益法人協会□■□■□■□■□■□■□■□ 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講ご希望の際は協会 HP からまたは裏面お申し込み用紙へご記入の上、ＦＡＸをお願いします。ご不明な点等ござい 

ましたら、(公財)公益法人協会事務局セミナー担当（TEL：03-6824-9874）まで遠慮なくお問合せ下さい。 
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(公財)公益法人協会事務局 行 

                               03-3945-1267 

≪セミナー受講申込用紙≫ 
▼ お名前、ご連絡先等をご記入ください。         申込日  月  日 

 

右欄どちらかに○をお願いします 会員 非会員 

ふりがな  

法人名 

(個人で受講される場合も法人名はご記入ください。) 

お役職・ご所属 
(個人の場合は「個人」と明記して下さい。) 

ふりがな 

お名前 

  

  

  

連絡先 

(書類送付先) 

〒 

 

 

 

 

 

 

TEL：        FAX： 

Ｅ-mail： 
※ご提供いただきました個人情報は、本セミナーの実施以外には利用しません。 

▼受講ご希望の方は協会ＨＰより、またはＦＡＸにてお申し込みください。事務局にて受付後受講票・請求書を発送 

いたします。 

▼受講費は請求書到着後、すみやかに指定の口座にお振込ください(受講費はお振込のみの扱いとさせていただいて 

おりますので、あらかじめご了承ください。） 

   ▼キャンセル料(受講料全額)は、セミナー開催日の３営業日前から発生いたします。 

▼受講セミナーのご変更は 1 回に限り可能です。 


